
平成２６年度事業計画

島根県における平成２４年度末の汚水処理人口普及率は７４．０％（うち浄化槽１３．
７％）と前年度の７３．４％（うち浄化槽１３．６％）から０．６ポイント（うち浄化
槽０．１ポイント）増加しているが、全国平均の８８．１％（福島を除く）に比べ１４．
１ポイントと低く、さらなる汚水処理施設の整備が求められる状況である。

汚水処理施設のなかで、浄化槽は短期間に比較的少ない費用で設置できる利点があり、
中山間地等の人口散在地域においては効率的な汚水処理システムであるため、今後より
一層浄化槽の設置促進を図っていく必要がある。

また、浄化槽は適正な維持管理（保守点検、清掃、法定検査）が行われなければその
機能を発揮しないことから、公共用水域等の水質保全を図る観点から、これらの普及啓
発を行うとともに、法定検査の受検を促進していくことが不可欠である。

このため、当センターは、会員である島根県、各市町村、一般社団法人島根県浄化槽
協会が連携して、次のとおり浄化槽設置の促進や浄化槽管理者に対する適正な維持管理
の普及啓発、法定検査実施基数の拡大等に取り組む。

１．浄化槽法定検査・検査結果検討会事業
（１）浄化槽法第７条及び第１１条に定める水質に関する法定検査（以下「７条検査」

及び「１１条検査」という。）を行う。
１１条検査については、「１０人槽以下の単独処理浄化槽」をはじめ未受検浄化

槽への検査拡大のため、目標検査基数を設定し、検査体制も充実させて受検率の
更なる向上に努める。

（参考）
７条検査目標基数 １，０００基（２５年度当初計画 １，０００基）
１１条検査目標基数 ４８，１００基（ 〃 ４３，８００基）

合計 ４９，１００基（ 〃 ４４，８００基）
（２）未受検者に対しては、受検案内を送付するなどきめ細やかな対応を行い、法定

検査の啓発に努める。
特に「１０人槽以下の単独処理浄化槽」については、平成２３年８月から２４

年７月にかけて全ての保健所管内の設置者に対し、１回目の受検案内を送付した。
さらに、１回目の案内で申込みのなかった設置者に対して、平成２４年１１月か
ら平成２５年９月にかけて２回目の受検案内を合計１４，４５５通送付した。

なお、３回目の受検案内については、２回目までの受検状況及び検査の進捗状
況を勘案し、２６年度中に実施することとしている。

（３）検査結果に基づく不適正事項のその後の措置状況について検討を行い、改善指
導策を関係者と協議するため法定検査結果検討会を開催し、不適正浄化槽の改善
に努める。

①開催回数 東部地区、西部地区 各３回
②構成員 県担当課、各保健所、浄化槽協会

２．浄化槽普及啓発事業
浄化槽設置基数の拡大を図るため、浄化槽の特徴、利点等について啓発媒体を用い

て県民に広く啓発を行うとともに、全国浄化槽推進市町村協議会を通じて国に対し浄
化槽施策の充実について要望を行う。

３．行政担当者研修会の開催
浄化槽の整備や維持管理、法制度などの専門的知識を修得してもらうため、行政担

当者を対象とした研修会を開催する。
（１）開催回数 1回
（２）対象 県並びに市町村の浄化槽担当者



４．浄化槽推進検討会の開催
浄化槽を普及する具体的方策等の検討を行い関係行政機関に提案・要望したり、浄

化槽の普及促進に関係者が連携した活動を行うため、公共団体職員、浄化槽の普及促
進を行う関係団体で構成する浄化槽推進検討会を開催する。
（１）開催回数 東部地区、西部地区 各１回
（２）構成員 県関係課、各保健所、各市町村、浄化槽協会

５．補助対象登録浄化槽実地調査事業
日本環境整備教育センターの委託を受け、全国浄化槽推進市町村協議会に登録され

た浄化槽（国庫交付金交付対象）が登録された性能を発揮しているかどうか、実地調
査により実証する。

６．新設浄化槽管理者普及啓発事業
新たに浄化槽を使用する者に対し、浄化槽の正しい使い方、適正な維持管理、法定

検査の受検義務などについて啓発を行う。
（１）設置者講習会の開催

島根県浄化槽協会と共催で、各保健所単位で開催する。
（２）新設浄化槽管理者フォローアップ事業

島根県から委託を受け、浄化槽を新たに使用している管理者に対して、管理者の
三つの責務（保守点検、清掃、法定検査）や適切な使用方法に関する理解を深める
ための啓発資料を作成し、送付する。

７．ＢＯＤ分析導入に向けた取り組み
（１）ＢＯＤ分析導入のための資金の積立

法定検査項目の「生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）」の分析を行う施設設備整備等
に備え、引き続き「資産取得資金（ＢＯＤ分析施設等取得資金）」の充実を図る。

（２）ＢＯＤ分析導入に向けた具体策の調査検討
２５年度に開催された調査研究委員会の報告を踏まえ、ＢＯＤ導入の課題につい

て更に検討していく。

８．検査員研修事業
検査員の検査技術の向上並びに職員の資質向上のため、各種研修会に参加させると

ともに、センター内研修等を年３回程度開催し、研修内容の充実を図ることにより資
質の向上を図る。


